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…身体障がい者　　　…知的障がい者　　　…精神障がい者
　　　　　　　　　　…難病等対象者　　　…障がい児
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身 児

 市営住宅の入居申し込み
［内　　容］入居申込者又は同居者が、次のいずれかに該当する場合には、年４回実施する
　　　　　　「定期募集（抽選方式）」において優遇制度を設けています。ほかにも、対象
　　　　　　住宅において「随時募集」による入居申込みを随時受け付けています。
　　　　　　※申込にあたって、下記の資格要件以外に収入要件等がありますので、詳しく
　　　　　　　は窓口におたずねください。
［対 象 者］①身体障害者手帳１級～４級を所持する人
　　　　　　②療育手帳Ａ又はＢ１を所持する人、重度又は中度の知的障がい者であること
　　　　　　　をこども総合相談センターの長か障がい者更生相談所の長から判定された人
　　　　　　③精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する人
　　　　　　④難病患者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
　　　　　　　第4条第1項に規定する障がい者の対象となる人）
　　　　　　⑤戦傷病者（戦傷病者特別援護法により戦傷病者手帳の交付を受け、その障が
　　　　　　　いが恩給法別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで、又は同法別表第
　　　　　　　１号表の３の第１款症である人）
［窓　　口］福岡市住宅供給公社募集課
　　　　　  ＴＥＬ(２７１)２５６１　　ＦＡＸ(２７２)５０３０

 障がい者等住宅改造助成
［内　　容］住宅を障がい児・者向けに使いやすく改造する際、工事費を助成します。
　　　　　　助成額は、世帯の所得や障がい状況によって異なります。また、助成対象とな
　　　　　　る工事は、障がい状況によって異なります。
　　　　　　※住宅改造助成を受けるには事前申請が必要です。工事着工前に、必ずお住ま
　　　　　　　いの区の福祉・介護保険課に申請をしてください。
［対象世帯］市内に居住し、世帯員※全員の市民税所得割額(平成30年度税制改正前の市民税所得
　　　　　　割の税率(６％)により算定した額)の合計が46万円未満であり、かつ次に該当する方
　　　　　　※｢世帯｣の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯、
　　　　　　　18歳以上の障がい者については、障がい者とその配偶者です。
　　　　　　○65歳未満で、視覚障がい又は肢体不自由の身体障害者手帳１級又は２級の交
　　　　　　　付を受けた方
　　　　　　○65歳未満で、下肢、体幹機能障がい又は脳原性運動機能障がい(移動機能障が  
　　　　　　　いに限る)の身体障害者手帳３級の交付を受けた方(ただし、介護保険の住宅
　　　　　　　改修サービスを利用できる方を除く。）
　　　　　　○65歳以上で、上記における障がい要件に該当し、介護保険の要介護認定にお
　　　　　　　いて要支援又は要介護の認定を受けることができなかった方
［助 成 額］助成基準額を上限として、市民税所得割額によって異なります。
　　　　　　○身体障害者手帳１・２級で、介護保険の要支援又は要介護認定を受けている人　助成基準額 30万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の人　助成基準額 50万円
　　　　　　○身体障害者手帳３級の人　助成基準額 20万円
［窓　　口］相談：福岡市住宅改造相談センター（市民福祉プラザ３階）
　　　　　　　　　ＴＥＬ(７３１)３５１１　　ＦＡＸ(７３１)５３６１
　　　　　　申請：各区の福祉・介護保険課（Ｐ３参照）

 障がい者グループホーム
　地域社会の中にある住宅 (アパート・マンション・一戸建て等)において、数人
　の障がい者が一定の費用を負担して共同で生活する住居です。世話人による日常生活援助
　等が行われます。※事前に支給決定が必要です。（Ｐ111～117参照）手続きは、Ｐ33・34
　をご参照ください。
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心身障がい者団体が
指定の郵便局から発
行する定期刊行物

①点字郵便物
②特定録音物等郵便物（注２）

心身障がい者用ゆうメール（注３）

聴覚障がい者用ゆうパック
（ビデオテープ）（注４）
点字ゆうパック

毎月３回以上発
行する新聞紙

上記以外

50gまで
50gを超える１㎏まで50g毎に
50gまで
50gを超える１㎏まで50g毎に

３㎏まで

150gまで92円　250gまで110円　500gまで150円
１㎏まで180円 ２㎏まで230円　３㎏まで310円

 60サイズ100円　 80サイズ210円　100サイズ320円
120サイズ420円　140サイズ520円　160サイズ630円
170サイズ730円

８円
３円増
15円
５円増

無料

身体障害者手帳１級・２級、療育手帳「Ａ」または「１度、２度」の障がい
者の人は、最寄りの郵便局へ申し出れば、通常郵便葉書(無地)、通常郵便葉
書(インクジェット紙)、通常郵便葉書（くぼみ入り）、胡蝶蘭葉書（無地）、
胡蝶蘭葉書（インクジェット紙）のいずれかから１種類１人20枚をお選びい
ただけます。(無料)
お申込みは年に１回で、今年度は６月２日（月）までで受付を終了しております。

区　　分　　　　 　　　   内　　　　容　　　　　　　　　重　　　量　　　　　料　金

第　 ４  　種

心身障がい者用
低料第３種
(注1）

ゆうパック

ゆうメール

青い鳥郵便葉書
（63円の通常葉書）
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 携帯電話の基本使用料の割引
　加入の携帯電話により、障がい者手帳をお持ちの人に使用料の割引を実施している場合があります。
　●お問い合わせ先………各加入契約業者(ＮＴＴドコモ・au・ソフトバンク等）

郵便料金
［窓　　口］各郵便局

注１）心身障がい者用低料３種の差出しは、定期刊行物提出局または差出しの承認を受けた郵便局に限る。
注２）盲人用録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設
　　　(日本郵便株式会社が指定するものに限ります｡）から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるに限る。
注３）図書館法第２条第１項に規定する図書館（日本郵便株式会社に届出をしたものに限ります｡）と身体に重度の障がいがある者
　　　又は知的障がいの程度が重い者との間に郵便による図書の閲覧のために発受するものに限る。
注４）聴覚障がい者の福祉を増進することを目的とする施設（日本郵便株式会社が指定するものに限ります｡）と聴覚障がい者との
　　　間に郵便によるビデオテープその他録画物（DVDなど）の貸出し又は返却のために発受するものに限る。　　

 J:COM(ジェイコム)ハートフルプラン
［内　　容］身体障害者手帳などをお持ちのご本人、またはご本人と同居し扶養されている

ご家族は割引を受けることができます。
［対　　象］次のいずれかをお持ちのご本人、または本人と同居し扶養されているご家族
　　　　　　身体障害者手帳（1級・2級）、療育手帳（最重度、重度、中度）
　　　　　　精神障害者保健福祉手帳（1級）
［窓　　口］・J：COMカスタマーセンター
　　　　　　　0120-999-000（受付時間AM9：00～PM6:00）年中無休
　　　　　　※発信者番号を非通知にされている場合は、0120の前に「186」を付けて
　　　　　　　お電話ください。
　　　　　　※弊社は提供するテレビ、ネット、スマホ、でんき、およびこれらの不随サー
　　　　　　　ビス、その他のJ：COMサービスをご案内することがあります。
　　　　　　・ホームページ　https://www.jcom.co.jp/service/heartful_pack/

15 公共料金等の割引




